
 
 

 

 

 

○水質検査結果の公表について 
 
石川県環境政策課よりDIC㈱周辺の水質検査に関する情報が公表されましたの

で、お知らせします（白山市該当なし）。 

（内容） 

・水質調査結果（第９回判明分） 

・これまでの水質調査の個別データ（令和８年５月２１日更新版） 
 
※白山市で水質検査希望があった井戸は全て検査結果が判明しています。 

 

 

○暗渠排水管内のカメラ調査について 
 
白山市が独自で水質調査した結果（みなとみず通信vol.5 別紙２）を踏まえ、

６月上旬に暗渠排水管内のカメラ調査を実施し、現状を把握し今後の対応を検

討していくこととしています。 

 

 

 

白山市水資源保全対策室（環境課） 

 
 

vol.06 

令和８年５月２８日 



 
 

資 料 提 供 

                                                令和８年５月２１日 

                                            石川県生活環境部環境政策課 

白山市市民生活部環境課 

能美市市民生活部生活環境課 

 

 

ＤＩＣ株式会社北陸工場（白山市）の周辺井戸における 

水質調査結果について（第９回判明分） 

 

 

４月３０日公表分の資料提供（第８回判明分）において、１３４井戸の調査結果

を公表したところです。本日、新たに８井戸の調査結果が判明しましたので、お知

らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先【県、白山市及び能美市 平日 9:00～17:00】 

〇健康相談以外に関すること 

 県生活環境部環境政策課      電話  076-225-1491 

白山市市民生活部環境課             076-274-9538 

能美市市民生活部生活環境課       0761-58-2217 

 

〇健康相談に関すること 

石川中央保健福祉センター健康推進課   076-275-2250 

南加賀保健福祉センター健康推進課    0761-22-0796 

白山市健康福祉部いきいき健康課     076-274-2155 

能美市健康福祉部健康推進課       0761-58-2235 
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